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市政のうごき市政のうごき

問い合わせ 臨時福祉給付⾦推進室
（   0570・021・192）

給付⾦の受け付けが
始まります

問い合わせ 都市計画課
（   892・0121）

　

市
内
に
住
む
親
世
帯
と
の
同

居
・
近
居
を
目
的
と
し
た
、
子
世

帯
の
住
宅
購
入
や
改
修
、
お
よ
び

引
っ
越
し
費
用
に
対
す
る
支
援
を

行
っ
て
い
ま
す
。

交
付
額　

上
限
20
万
円（
先
着
順
）

※ 

た
だ
し
、
総
額
が
20
万
円
未
満

と
な
る
場
合
は
、住
宅
の
購
入
や

改
修
・
引
っ
越
し
費
用
を
合
わ

せ
た
額
が
上
限
額
と
な
り
ま
す
。

対 　

象　

次
の
①
〜
⑥
を
す
べ
て

満
た
す
場
合

① 

申
請
日
時
点
で
、
親
世
帯
が
市

内
に
５
年
以
上
居
住
し
て
い
る

② 

申
請
日
時
点
で
、
親
世
帯
と
の

同
居
や
近
居
を
目
的
と
し
た
、

住
宅
の
購
入
や
住
宅
の
改
修
を

行
っ
て
い
る

同居・近居
促進事業補助⾦

■ 

臨
時
福
祉
給
付
金

　

26
年
度
か
ら
の
消
費
税
率
の
引

き
上
げ
に
よ
る
影
響
を
緩
和
す
る

た
め
、低
所
得
者
に
対
し
暫
定
的
・

臨
時
的
な
措
置
と
し
て
、「
臨
時
福

祉
給
付
金
」が
支
給
さ
れ
ま
す
。

基 

準
日　

平
成
28
年
１
月
１
日
時

点
で
、
交
野
市
に
住
民
票
が
あ

る
人

対 

象
者　

28
年
度
分
市
民
税
（
均

等
割
）が
非
課
税
の
人

※ 

た
だ
し
、
課
税
さ
れ
て
い
る
人

の
扶
養
親
族
の
人
や
、
生
活
保

護
制
度
の
被
保
護
者
と
な
っ
て

い
る
場
合
な
ど
は
、
対
象
に
な

り
ま
せ
ん
。

支 

給
額　

１
人
に
つ
き
３
千
円

（
１
回
限
り
）

申 

請
期
間　

９
月
１
日
（
木
）
〜

29
年
２
月
28
日（
火
）

※ 

支
給
対
象
者
と
思
わ
れ
る
人
に

は
、
８
月
下
旬
か
ら
順
次
、
制

度
の
案
内
や
申
請
書
な
ど
を
送

付
し
ま
す
。

■ 

障
害
・
遺
族
年
金
受
給
者
向
け

給
付
金

　

国
が
取
り
組
む
〝一
億
総
活
躍

社
会
〞
の
実
現
に
向
け
て
、
賃
金

引
き
上
げ
の
恩
恵
が
及
び
に
く
い

低
年
金
受
給
者
へ
の
支
援
を
行
う

た
め
に
、「
障
害
・
遺
族
年
金
受
給

者
向
け
給
付
金
」
が
支
給
さ
れ
ま

す
。

基 

準
日　

平
成
28
年
１
月
１
日
時

点
で
、
交
野
市
に
住
民
票
が
あ

る
人

対 

象
者　

28
年
度
臨
時
福
祉
給
付

金
の
支
給
対
象
者
の
う
ち
、
28

年
５
月
分
の
障
害
基
礎
年
金
ま

た
は
、
遺
族
基
礎
年
金
な
ど
を

受
給
し
て
い
る
人

※ 

た
だ
し
、
５
〜
８
月
に
実
施
し

た
「
年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時

福
祉
給
付
金
（
高
齢
者
向
け
）」

を
受
給
し
た
人
を
除
き
ま
す
。

支 

給
額　

１
人
に
つ
き
３
万
円

（
１
回
限
り
）

申 

請
期
間　

９
月
１
日
（
木
）
〜

29
年
２
月
28
日（
火
）

※ 

申
請
期
間
を
過
ぎ
る
と
、
支
給

さ
れ
ま
せ
ん
。

※ 

支
給
対
象
者
と
思
わ
れ
る
人
に

は
、
８
月
下
旬
か
ら
順
次
、
制

度
の
案
内
や
申
請
書
な
ど
を
送

付
し
ま
す
。

■
給
付
金
の
詐
欺
に
ご
注
意
！

　

給
付
金
を
装
っ
た
、
振
り
込
め

詐
欺
や
個
人
情
報
の
詐
取
に
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

　

自
宅
や
職
場
な
ど
に
市
や
厚
生

労
働
省
な
ど
を
か
た
っ
た
電
話
が

か
か
っ
て
き
た
り
、
郵
便
が
届
い

た
ら
、
迷
わ
ず
市
役
所
か
交
野
警

察
署
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▽ 

市
や
厚
生
労
働
省
が
、
Ａ
Ｔ
Ｍ

の
操
作
を
お
願
い
す
る
こ
と

や
、
給
付
の
た
め
に
手
数
料
な

ど
の
振
り
込
み
を
求
め
る
こ
と

は
、絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

▽ 

Ａ
Ｔ
Ｍ
を
自
分
で
操
作
し
て
、

他
人
か
ら
お
金
を
振
り
込
ん
で

も
ら
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▽ 

厚
生
労
働
省
が
住
民
の
み
な
さ

ん
の
世
帯
構
成
や
銀
行
口
座
の

番
号
な
ど
の
個
人
情
報
を
照
会

す
る
こ
と
は
、
絶
対
に
あ
り
ま

せ
ん
。

問 

い
合
わ
せ　

交
野
警
察
署
（
℡  

８
９
１
・
１
２
３
４
）
か
、
警

察
相
談
専
用
電
話
（
＃
９
１
１

０
）

エ
リ
ア
メ
ー
ル
・

緊
急
速
報
メ
ー
ル

９
月
５
日
（
月
）

　
「
大
阪
８
８
０
万
人
訓
練
」は
、

府
か
ら
府
内
全
域
と
市
か
ら
市

内
全
域
を
対
象
に
、エ
リ
ア
メ
ー

ル
・
緊
急
速
報
メ
ー
ル
を
発
信

し
ま
す
。防
災
・
減
災
を
考
え
、

一
人
ひ
と
り
が
身
を
守
る
行
動

を
と
る
た
め
の
訓
練
で
す
。

実 

施
時
間　

① 

大
阪
府
＝
午
前
11
時
３
分
ご

ろ〈
大
津
波
警
報
発
表
〉

② 

交
野
市
＝
午
前
11
時
15
分
ご

ろ〈
火
災
拡
大
通
報
〉

問 

い
合
わ
せ　

①
府
民
お
問
合

せ
セ
ン
タ
ー
（
℡   

06
・
６
９

１
０
・
８
０
０
１
）
②
地
域
安

心
課（
℡  
８
９
２
・
０
１
２
１
）

※ 

携
帯
電
話
の
対
応
機
種
に
つ

い
て
は
、
各
携
帯
電
話
会
社

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※ 

マ
ナ
ー
モ
ー
ド
で
も
着
信
音

が
鳴
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

※ 

詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.pref.osaka.

lg.jp/shobobosai/train
ig_top/

）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

記
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

契
約
書
面
は

原
則
、
紙
媒
体
で

交
付
さ
れ
ま
す
が
、
消
費
者
の

同
意
が
あ
れ
ば
、
電
子
メ
ー
ル

や
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
交
付
で
も

良
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
環
境
に
良
い
か
ら
」
と
こ

れ
ら
の
方
法
を
勧
め
る
業
者
も

い
ま
す
が
、
機
器
の
故
障
や
デ

ー
タ
の
紛
失
、
暗
証
番
号
を
忘

れ
た
場
合
な
ど
を
想
定
し
て
、

当
セ
ン
タ
ー
で
は
紙
で
受
け
取

る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　

ま
た
、「
初
期
契
約
解
除
制

度
」と
そ
の
代
替
的
措
置
の「
確

認
措
置
」が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。

い
ず
れ
も
原
則
、
契
約
書
面
の

交
付
日
を
含
め
て
８
日
間
の
申

し
出
で
、
消
費
者
が
契
約
解
除

で
き
る
制
度
で
す
。

　

初
期
契
約
解
除
、
確
認
措
置

の
対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
は
、

契
約
書
面
に
記
載
が
あ
り
ま

す
。
詳
細
は
、
当
セ
ン
タ
ー
ま

で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

  

先
日
、
ス
マ
ー
ト
フ

ォ
ン
を
契
約
し
ま
し
た

が
、
有
料
オ
プ
シ
ョ
ン
の
解
約

方
法
と
連
絡
先
が
分
か
ら
な
く

な
り
、困
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
契
約
書
面

を
確
認
し
て
み
ま
し
ょ

う
。法
律
が
改
正
さ
れ
た
こ
と

で
、
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
の
契

約
成
立
後
、
電
気
通
信
事
業
者

は
消
費
者
に
対
し
て
、
契
約
書

面
を
交
付
す
る
こ
と
が
義
務
づ

け
ら
れ
ま
し
た
。

　

契
約
書
面
に
は
、キ
ャ
ッ
シ
ュ

バ
ッ
ク
、オ
プ
シ
ョ
ン
も
記
載
す

る
必
要
が
あ
り
、オ
プ
シ
ョ
ン
は

料
金
や
解
約
時
の
連
絡
先
も
明

ＱＡ

助
言

消費者相談
～スマートフォンの契約書面は、
しっかり確認しましょう～

問 い合わせ　消費生活センター（ゆうゆ
うセンター1階、℡  891・5003）

　

市
は
、
29
年
４
月
か
ら
「
介
護

予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
」

を
開
始
し
ま
す
。

　

今
回
、こ
の
事
業
の
概
要
（
案
）

を
公
表
し
、
市
民
の
み
な
さ
ん
か

ら
の
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

■ 

「
交
野
市
介
護
予
防
・
日
常
生

活
支
援
総
合
事
業
」

　

市
が
実
施
主
体
と
な
っ
て
、
さ

ま
ざ
ま
な
主
体
が
参
画
し
、
多
様

な
サ
ー
ビ
ス
を
充
実
す
る
こ
と
に

よ
り
、
地
域
の
支
え
合
い
の
体
制

づ
く
り
を
推
進
し
、
要
支
援
者
な

ど
に
対
す
る
効
果
的
か
つ
効
率
的

な
支
援
な
ど
を
、
可
能
と
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
ま
す
。

意 
見
の
提
出
期
限　

８
月
15
日

（
月
）
ま
で

案
の
閲
覧
場
所　

▽
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

▽ 

市
役
所
本
館
２
階　

情
報
公
開

コ
ー
ナ
ー

▽ 

ゆ
う
ゆ
う
セ
ン
タ
ー
１
階　

高

齢
介
護
課

意
見
を
提
出
で
き
る
人　

▽
市
内
に
住
所
を
有
す
る
人

▽ 

市
内
に
事
業
所
（
事
務
所
）
が

あ
る
人
や
法
人
・
団
体

▽ 

市
内
に
あ
る
事
業
所（
事
務
所
）

に
勤
務
す
る
人

▽ 

市
内
に
あ
る
学
校
に
在
籍
す
る
人

▽ 

市
税
の
納
税
義
務
が
あ
る
人
や

法
人
・
団
体

▽ 

こ
の
案
件
に
利
害
関
係
が
あ
る

人
や
法
人
・
団
体

意 

見
の
提
出
方
法　

意
見
書
（
様

式
自
由
）
に
住
所
・
名
前
（
団

体
名
）
を
記
入
し
、
８
月
15
日

（
月
）〈
消
印
有
効
〉
ま
で
に
、

持
参
・
郵
送
（
〒
５
７
６

－

０
０
３
４　

天
野
が
原
町
５

－

５

－

１
）、
ｅ
メ
ー
ル
（kai

go@
city.katano.osaka.jp)

、

フ
ァ
ク
ス
（
８
９
５
・
６
０
６

５
）
で
、
高
齢
介
護
課

※ 

提
出
さ
れ
た
意
見
の
全
部
か
一

部
を
公
開
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
個
別
の
回
答
は
し

ま
せ
ん
。

問い合わせ ⾼齢介護課
（   893・6400）

パブリックコメントを
実施します

③ 

子
世
帯
が
市
内
に
転
入
す
る
前
ま

で
に
１
年
以
上
市
外
に
居
住
し
、

中
学
生
以
下
の
子
ど
も
が
い
る

④ 

子
世
帯
も
し
く
は
親
世
帯
が
市

内
に
所
有
す
る
も
の
で
、
子
世

帯
が
居
住
す
る
た
め
に
い
ず
れ

か
の
名
義
で
、
所
有
権
保
存
登

記
ま
た
は
所
有
権
移
転
登
記
を

し
て
い
る

⑤ 

住
宅
の
購
入
や
改
修
が
、
平
成

28
年
４
月
１
日
以
降
の
契
約
で

あ
る

⑥ 

建
築
基
準
法
や
そ
の
他
の
法
令

に
基
づ
き
、
適
正
に
建
築
さ
れ

た
住
宅
で
あ
る

※ 
な
お
、
平
成
29
年
３
月
31
日

（
金
）
ま
で
に
、
市
内
に
移
転
し

た
世
帯
が
申
請
で
き
ま
す
。

※ 

先
着
順
の
た
め
、
申
請
が
市
の

予
算
額
に
達
し
た
時
点
で
、
受

け
付
け
を
終
了
し
ま
す
。

申 

請
書
の
配
布　

市
役
所
別
館

２
階　

都
市
計
画
課
窓
口

か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

w
w
w
.city.katano.osaka.jp/

docs/2016042500055/

）
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児童扶養⼿当・
特別児童扶養⼿当

問い合わせ ⼦育て⽀援課
（   893・6406）

■ 

児
童
扶
養
手
当
現
況
届
・
特
別

児
童
扶
養
手
当
所
得
状
況
届

　

現
在
、
受
給
し
て
い
る
人
（
支

給
停
止
者
含
む
）
に
は
、
郵
送
で

お
知
ら
せ
し
て
い
る
と
お
り
、
期

間
内
に
必
ず
届
け
出
を
し
て
く
だ

さ
い
。

届
け
出
期
間

▽ 

児
童
扶
養
手
当
＝
８
月
１
日

（
月
）
〜
31
日（
水
）ま
で

▽ 

特
別
児
童
扶
養
手
当
＝
８
月
12

日（
金
）
〜
９
月
11
日（
日
）ま
で

※ 

い
ず
れ
も
基
本
的
に
、
土
・
日

曜
日
、祝
日
を
除
く

■
児
童
扶
養
手
当

　

次
の
①
〜
⑦
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
児
童
を
養
育
す
る
父
母
、

ま
た
は
父
母
に
代
わ
っ
て
児
童
を

養
育（
同
居
・
監
護
・
生
計
維
持
）

し
て
い
る
人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

①
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
児
童

②
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

③ 

父
ま
た
は
母
が
一
定
程
度
の
障

が
い
の
状
態
に
あ
る
児
童

④ 

父
ま
た
は
母
の
生
死
が
明
ら
か

で
な
い
児
童

⑤ 

父
ま
た
は
母
が
引
き
続
き
、
１

年
以
上
遺
棄
し
て
い
る
児
童

⑥ 

父
ま
た
は
母
が
法
令
に
よ
り
、

１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る
児

童
⑦ 

母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
出
産

し
た
児
童

※ 

受
給
資
格
が
な
く
な
っ
た
と
き

（
再
婚
、内
縁
、父
・
母
の
帰
還
、

児
童
を
養
育
し
な
く
な
っ
た
な

ど
）
は
、
す
ぐ
に
届
け
出
を
し

て
く
だ
さ
い
。届
け
出
を
出
さ

な
い
ま
ま
手
当
を
受
け
て
い
る

と
、
資
格
が
な
く
な
っ
た
日
か

ら
の
手
当
が
全
額
返
還
と
な
り

ま
す
。

※ 

こ
の
制
度
の
「
児
童
」
と
は
、
18

歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の

３
月
31
日
ま
で
の
人
、あ
る
い
は

20
歳
未
満
で
、
政
令
で
定
め
る

程
度
の
障
が
い
が
あ
る
人
を
い

い
ま
す
。

■ 「
児
童
扶
養
手
当
法
」
の
一
部

が
改
正
さ
れ
ま
す

① 

８
月
１
日
か
ら
「
児
童
扶
養
手

当
」の
加
算
額
が
変
わ
り
ま
す

▽ 

第
２
子
＝
月
額
５
千
円
↓
最
大

で
月
額
１
万
円

▽ 

第
３
子
以
降
＝
月
額
３
千
円
↓

最
大
で
月
額
６
千
円

② 

29
年
４
月
か
ら
物
価
ス
ラ
イ
ド

制
を
加
算
額
に
も
導
入
し
ま
す

▽ 

物
価
ス
ラ
イ
ド
制
＝
児
童
扶
養

手
当
の
加
算
額
が
、
物
価
の
上

下
に
合
わ
せ
て
変
わ
る

■
特
別
児
童
扶
養
手
当

　

20
歳
未
満
で
、
政
令
に
指
定
さ

れ
る
障
が
い
の
状
態
に
あ
る
児
童

を
監
護
し
て
い
る
父
母
（
主
と
し

て
児
童
の
生
計
を
維
持
す
る
い
ず

れ
か
１
人
）
か
、
父
母
に
代
わ
っ
て

児
童
を
養
育（
同
居
・
監
護
・
生
計

維
持
）す
る
人
が
受
給
で
き
ま
す
。

※ 

障
が
い
の
程
度
・
住
所
・
名
前

な
ど
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は

届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
受
給
に
つ
い
て
の
条
件

　

児
童
扶
養
手
当
、
特
別
児
童
扶

養
手
当
と
も
、
公
的
年
金
給
付
と

の
調
整
や
所
得
制
限
な
ど
の
条
件

が
あ
り
ま
す
。

■
８
月
期
の
定
時
払
い

　

児
童
扶
養
手
当
、
特
別
児
童
扶

養
手
当
と
も
、
８
月
10
日（
水
）で

す
。

　

こ
こ
ろ
の
病
の
１
つ
で
あ
る

「
統
合
失
調
症
」
は
、
約
１
０
０

人
に
１
人
弱
の
割
合
で
、
誰
も

が
か
か
る
可
能
性
の
あ
る
病
気

で
す
。
そ
の
多
く
は
、
10
代
〜

30
代
ぐ
ら
い
に
発
病
し
ま
す
。

　

こ
の
病
気
は
、幻
聴
が
あ
る
な

ど
の
特
有
な
症
状
が
あ
り
、脳
の

働
き
の
微
妙
な
異
常
が
原
因
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。そ
れ
だ
け

に
、早
く
気
付
い
て
正
確
な
診
断

を
受
け
、き
ち
ん
と
薬
を
飲
む
こ

と
が
何
よ
り
も
大
切
で
す
。

❖ 

発
病
の
経
過
例 

❖

　

Ａ
さ
ん
は
、
25
歳
の
時
に
職

場
の
ス
ト
レ
ス
が
重
な
り
、
同

僚
か
ら
の
評
価
が
気
に
な
っ

て
、
常
に
見
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
思
い
始
め
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、「
監
視
カ
メ
ラ
、盗
聴

器
が
部
屋
に
取
り
付
け
ら
れ
て

い
る
」
と
、
部
屋
の
家
具
な
ど
を

捨
て
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。Ａ

さ
ん
の
様
子
を
心
配
し
た
両
親

は
、広
報
紙
で
知
っ
た
保
健
所
の

精
神
保
健
相
談
を
利
用
し
、
相

談
し
た
結
果
、
精
神
科
診
療
所

へ
の
通
院
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

Ａ
さ
ん
は
、定
期
的
な
受
診
・

服
薬
を
き
ち
ん
と
す
る
こ
と

で
、
少
し
ず
つ
監
視
カ
メ
ラ
が

気
に
な
ら
な
く
な
り
、
落
ち
着

い
て
い
き
ま
し
た
。

　

家
族
は
、
本
人
の
激
し
い
変

化
に
つ
い
て
い
け
ず
動
揺
し
が

ち
で
す
が
、
幻
覚
や
妄
想
を
否

定
せ
ず
、「
そ
れ
は
し
ん
ど
い
ね
」

と
共
感
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

病
気
は
家
族
の
せ
い
で
も
、

育
て
方
の
せ
い
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。
本
人
の
言
動
に
動
揺
し
た

り
、混
乱
し
た
り
す
る
こ
と
も
多

い
と
思
い
ま
す
が
、大
切
な
の
は

〝家
族
は
味
方
〞
と
い
う
安
心
感

を
与
え
て
あ
げ
る
こ
と
で
す
。

 

♣ 

こ
こ
ろ
の
病
相
談　

四
條
畷

保
健
所
精
神
チ
ー
ム
（
℡  
８

７
８
・
１
０
２
１
）

♣ 

問
い
合
わ
せ　

障
が
い
福
祉

課（
℡  
８
９
３
・
６
４
０
０
）

こ
こ
ろ
の
病

こ
こ
ろ
の
病

第
１
回
〈
全
４
回
〉

第
１
回
〈
全
４
回
〉

十
人

色

十

市政のうごき
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